
公益社団法人東京都診療放射線技師会　第74回臨時総会　資料

公益社団法人東京都診療放射線技師会
第74回臨時総会

公益社団法人東京都診療放射線技師会定款及び規程に則り、下記のように臨時総会を開催致します。

記

日　　　時：2023年2月23日（木）10時00分～

会　　　場：東京都診療放射線技師会研修センター

� 東京都荒川区西日暮里2－22－1　ステーションプラザタワー505号

ア ク セ ス：JR日暮里駅北口改札　東口方面より徒歩3分

総 会 次 第

報　　　告：会長交替についての報告

第1号議案：会費額の変更に伴う規程の改正について

＊�新型コロナウイルス感染拡大の状況をふまえ総会の開催方法について検討を重ね、こ

のたび理事会にて書面表決による開催が決定致しました。

　�代議員の皆さまにつきましてはご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し

上げます。

� 以上

� 公益社団法人東京都診療放射線技師会

� 会長　江田　哲男



第1号議案　会費額の変更に伴う規程の改正について

公益社団法人東京都診療放射線技師会
会費に関する規程（案）
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（目　的）
この規程は、公益社団法人東京都診療放射
線技師会定款（以下、「定款」という。）第8
条に定める会費並びに会費納入に関して規
定する。

（会　費）
定款第8条に定める会費は、会費及び刊行物
購読料の総称をいう。

（正会員会費）
この法人の正会員の会費は次のとおりとする。

（1）初年度（新卒、既卒を問わず）
� 年額　��5,000円

（2）�第2年度以降及び道府県技師会転入初年
度の会費� 年額　11,000円

（3）�再入会（入会後、理由を問わず退会した
ものが再度入会するとき）

� 年額　14,000円
（賛助会員会費）
この法人の賛助会員の会費は次の2種とする。

（1）個人賛助会費� 年額　　　　11,000円
（2）法人賛助会費� 年額　一口　20,000円

（会費の使途及び配賦）
会費の使途は、定款第5章に定める総会の決
議をもって行う。
会費の配賦割合については、定款第43条の
収支予算書に従い総会で決議する。

（会費納入期限）
会費は毎事業年度当初に納入することを原
則とする。一旦納入された会費は、過払い
を除き返還しない。
名誉会員は会費の納入を要しない。
会費を当該年度の9月30日までに納入しな
いときは刊行物等の配布を停止する。

masayasu
テキストボックス
　2022年度第８回理事会において、本会の組織率の向上を目標（組織率50％会員数3000名）に、2年間の会費額の減額の決議を行った。コロナ禍の状況もあり、対面式の会議や研修会、講習会をWeb方式へと移行とし、交通費等の支出低減等々により賄えると想定しておいる。また更に、魅力ある技師会、役に立つ研修会等々へと変革していき、会員増へと役員一丸となって目標達成を目指す方向性である。新入会に関しては、会費という入会に対する障壁をなくし、入りやすい経済状況を確保するものとした。60才以上の会員に関しては、はやり定年を機に一定数の方が退会する傾向を改善し、少しでも永く会員を維持していただき後輩の指導をいただきたいとの思いが理由である。　そこで今回は、会費に関する規程の改正及び会費減額に関する時限規程の承認をもって、会費額の減額として総会の承認を頂きたいと考えている。皆さまのご理解ご協力をお願いしたい。



公益社団法人東京都診療放射線技師会
会費に関する規程（案）

公益社団法人東京都診療放射線技師会
会費に関する規程

4

第7条

第8条

2

3

4

5

第9条

2
3

4

第10条

2

刊行物等の配布を停止された者であっても、
当該年度内に会費を納入すれば、刊行物等
の配布をうけることができる。ただし、第3
項に基づき停止された期間の刊行物等の配
布は受けることはできない。

（会費納入手続）
会費の納入は、この法人の定める方法によ
り、銀行口座、振替口座に振込むほか、持
参し納入することができる。

（会費免除）
正会員で、次の各号の1つに該当する者は、
会費免除の取扱いを受けることができる。

（1）�病気治療のため1ヶ年以上入院又は自宅
療養している者

（2）�40ヶ年以上正会員で、年令70才に達し、
かつ無職である者

（3）�医療技術援助のため、1ヶ年以上海外出
張した者

（4）�出産、育児及び介護のため、1ヶ年以上
休職する者

会費の免除を受けようとする者は、会費免
除申請書�［様式4］に証明する書類を添えて、
理事会に申請するものとする。
第1項第2号により会費免除を受けようとす
る者で、転勤（属）等やむを得ない事由によ
り同号に定める年数に満たない者であって
も、その理由を付して申請することができ
る。
会費免除の申請を受けた場合、理事会の承
認を経て、本人に通知する。［様式5］
会費免除の承認を得たのち、復職、再就職
又は出張が解除された場合は、承認は効力
を失うものとする。

（会費減額）
定款第5条で定める会員で、次の事項を満た
す者は、会費減額の取扱いを受けることが
できる。

（1）60才以上の会員
理事会承認を経て、新年度から資格を有する。
会費減免処置対象者の会費は以下のとおり
とする。

（1）60才以上～70才未満� 年額　7,000円
（2）70才以上� 年額　3,000円
会費減額者は以下の特別待遇を受けること
ができる。

（1）�この法人の啓発、教育活動を担える者と
して処遇する。

（改　廃）
この規程の改廃は、理事会の決議によるも
のとする。
ただし、第3条、第4条及び第9条に定める
会費額については、理事会の決議を経て総
会の承認を得るものとする。



公益社団法人東京都診療放射線技師会
会費に関する規程（案）

公益社団法人東京都診療放射線技師会
会費に関する規程

7 この規程は、令和5年2月23日改
正、令和5年4月1日施行する。尚、
第3条および第9条第3項に関し
ては、令和5、6年度は、別に定め
る会費減額に関する時限規程に従
う。
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附　　則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律第106条第1項に定
める公益法人設立の登記の日から施行する。
この規程は、平成24年5月26日改正、施行する。
この規程は、平成26年12月6日改正、施行する。
この規程は、平成29年6月18日改正、施行する。
この規程は、平成31年4月4日改正、施行する。
この規程は、令和3年3月4日改正、令和3年4
月1日施行する。

第3条および第9条第3
項は、時限規程に従う。
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（目　的）
この規程は、公益社団法人東京都診療放射線技師会における会費に関する規程に定める会費に関して時限的に
規定する。

（適　応）
この規程は、理事会および総会の決議に基づき、令和5、6年度を対象とした時限規程として規定する。

（正会員会費）
この法人の正会員の会費は次のとおりとする。

（1）初年度（新卒、既卒を問わず）� 年額　　　�0円
（2）第2年度以降及び道府県技師会転入初年度の会費� 年額　10,000円
（3）再入会（入会後、理由を問わず退会したものが再度入会するとき）� 年額　14,000円

（会費減額）
定款第5条で定める会員で、次の事項を満たす者は、会費減額の取扱いを受けることができる。

（1）60才以上の会員
理事会承認を経て、新年度から資格を有する。
会費減免処置対象者の会費は以下のとおりとする。

（1）60才以上～65才未満　　　年額　7,000円
（2）65才以上～70才未満　　　年額　3,000円
（3）70才以上　　　　　　　　年額　　��0円

（改　廃）
この規程の改廃は、理事会および総会の決議によるものとする。

附　　則
この規程は、令和5年4月1日施行する。
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